
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０２０年１１月９日、新第一庁舎５階研修室において、本年１０月２０日に植草総務部長より協議の申し

入れがあった「期末手当引下げ」について、交渉を実施しました。 

これまで組合執行部は、２０２０年１０月２０日に当局から協議の申し入れのあった「期末手当０．０５月

分引下げ」について、１０月２６日に五役会議を、１０月２９日から第２回代議員会（書面開催）を、１１月

５日に執行委員会を開催し、それぞれの対応について議論しました。その中で代議委員会の結果を踏まえ組合

としては、「期末手当引下げに提案について反対していく。他方で新型コロナウイルスの影響等による世間の経

済情勢や近隣他市の動向を鑑みて、仮に引下げに合意をする場合には、手当等の労働条件の改善を求めていく」

とする方針を固めました。 

今回の交渉では、前回提案があった内容について、以下の５点について確認を行い、当局から期末手当引下

げに代わる職員負担軽減の代替案を引き出しました。 
組合では、引き続き賃金労働条件に係る内容について当局と協議交渉をすすめていきます。経過・結果につ

いては、機関紙及び組合ホームページを通じてお伝えしますので、是非皆様のご意見を組合ホームページにお

寄せください。 
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期末手当引下げに係る総務部長交渉を実施 

【 交渉内容について 】 
１ （組合）期末手当から 0.05 ヶ月分の引下げをしないという選択肢はあったのか？ 
 →（当局）人事院勧告に基づいて、これまで期末手当の引上げ・引下げを行っていたので、今回も

そのようにした。 

２ （組合）引下げによる影響額はどれぐらいか？ 
 →（当局）一般職員の影響額は全体で約６千万円、一人あたり約２万円の減額となる。（参考：１級

▲1.16 万円、２級▲1.26 万円、３級▲1.53 万円、４級▲2.04 万円、５級▲2.38 万円） 

３ （組合）組合アンケートでは、新型コロナ禍での対応で疲弊した中で、期末手当の引下げに対す

る反対意見が多く、自由記入欄のコメントも回答者の半数以上からあった。このような

状況での引下げは厳しいと考えるが、当局の意見を伺いたい。 
 →（当局）コロナ禍の不安な環境の中、大変頑張っていただいている。ただ、民間と均衡を図るな

かで、金銭面での減額はやむを得ないこれまでの対応としては、特殊勤務手当の新規項

目の増設、夏季休暇プラス２日、夏季休暇取得期間の延長などを行ってきた。 

４ （組合）期末手当引下げに代わる、市独自の手当の支給や地域手当の引上げは出来ないか？ 
 →（当局）手当は国に準拠しており、市独自の手当を創設することは違法となり出来ない。また、

地域手当は 2019 年 4 月に 12%へ引上げたばかりであることや、リーマンショック時に

は月例給が約５%の引下げられたことを考えると引上げは難しい。 

 ５ （組合）手当以外で職員の負担を軽減するような代替案を当局で考えているものはないか？ 
 →（当局）休暇の部分で２案検討しており、①夏季休暇（日数・期間の延長）②特別休暇など、職

員全体を対象としたものを考えている。 
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掛金見積もりは職員組合へ （FAX：047－333－4522） 

見積依頼書・車検証・現在の保険証券等を FAX してください。 


